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第１．章総則

（趣旨）

第１条この細則は，出入国管理及び難民鯛定法（昭和２６年政令第８１９

￣号).及び被収容者処遇規則（昭和５６年法務省令第５９号。以下「処遇規

則」という｡）に基づきず入国者収容所東日本入国管理センター(以下

「収容所」という。）に収容されている者（以下「被収容者」という。）

の人権を尊重しつつ，その処遇について適正な運用を期すため必要な事項

を定めるものとする。

（看守賓任者及び副看守寶任者）

第２条看守勤務の入国警備官の長（以下「看守寶任者」という。）は，男

子第一区処遇担当，男子第二区処遇担当，女子区処遇担当及び特別処遇担

当の統括入国響備官（以下「処遇担当統括」という。）の指揮監督の下に，

看守勤務の入国警備官（以下「看守勤務着」という。）を指揮監督し，被

収容者の処遇及び収容所の秩序維持についてその賛に任ずるものとする。

２看守責任者は，処遇担当統括が出張その他により不在の場合は，処遇担

当統括に代わってその職務を行うものとする。、

３看守勤務者のうち，所長が指名する入国警備専門官（以下「副看守責任

者」という。）は，看守責任者の指揮監督を受けるとともに，看守責任者

を補佐し，看守勤務者の指揮監督及び被収容者の処遇に当たるものとする。

（収容施設の巡視）

第３条所長は，随時収容施設を巡視し，被収容者の処遇を適正に行うよう

留意するものとする。

２処遇部門の首席入国警備官（以下「処遇部門首席」という。）は，随時

収容施段を巡視し，被収容者の処遇を適正かつ円滑に行うよう留意すると

ともに，看守勤務者の看守状況につき指導監督するものとする。

３処遇担当統括，看守責任者及び副看守責任者は，随時収容施設を巡視し，

●■■ 
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看守勤務者の看守状況につき指導監督するものとする。

（意見聴取）

第４条所長は，被収容者の処遇を適正かつ円滑に行うため，必要があると

認めるときは，被収容者から処遇上の意見を聴取するものとする。

２前項の場合において，意見を聴取した場合には，その内容及び執った措

置を書面で記録に残さなければならない。

第２章収容

（収容の手続）

第５条処遇部門首席は，新たに収容される者を収容所に収容するときは，

収容令書又は退去強制令書（以下「令祷」という。）を点検してそ.の収容

が適法であることを砿認し，入所票（第１号様式）により所長の承麗を受

けた上，処遇担当統括に対し，当該入所票を交付してその者の収容を指示

するものとする。、

２処遇担当統括は，前項の指示を受けたときは，令警その他関係書類の点

検を行い，その収容が適法であり，かつ，収容される者が人違いでないこ

とを砿露しなければならない。

３処遇担当統括は，男子と女子を分離して収容するものとする。

４処遇担当統括は，前項の規定にかかわらず，女子被収容者に随伴する６

歳未満の男児及び男子被収容者に随伴する６歳未満の女児は，当該被収容

者と同室に収容するものとする。ただし，６歳以上の者についても特別の

事情があると認められる場合には，､所長の承認を受けて当該被収容者と同

室に収容することができる。

５処遇担当統括は，執務時間外に新たに収容される者を収容所に収容する

ときは，処遇部門首席に報告し，その指示を受けなければならない。

（身体，所持品及び衣類の検査）

第６条処遇企画担当の統括入国警備官（以下「処遇企画担当統括」という。

－２－ 
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）は，新たに収容される者を収容所に収容するときは，処遇規則第ユ０条

に規定する身体，所持品及び衣類の検査を行うものとする。、

２処遇企画担当統括は，前項の検査に当たっては，新たに収容される者に

その旨を告げ，身体については着衣の上から綿密に触手検査をし，所持品

及び衣類についてはそのすべてを提出させて検査しなければならない。た

だし，女子の被収容者の身体及び衣類の検査については，女子の入国警備

・官に行わせるものとし，女子の入国警備官が不在の場合は，入国替備官以

外の女子の職員に行わせるものとする。

（被収容者遵守事項等の告知）

第７条処遇企画担当統括は，新たに収容される者を収容場に収容するとき

は，当該被収容者に対し，次に掲げる事項を告知し，被収容者遵守事項等

告知確認書（第２号様式）に署名を徴するものとする。

（１）次条に掲げる被収容者遵守事項（別表第１）．

（２）保安上文は衛生上の指示事項

（被収容者遵守事項）

第８条被収容者遵守事項は，処遇規則第７条第１項に規定するほか，次の

各号のとおりとする。

（１）たばこの吸いがら等，火気の始.末を十分に行うこと。

（２）２２時から７時までの就寝時間中は，火気を使用しないこと。

（３）日課を守ること

（被収容者の日課）

第９条被収容者の日課は，次の基準によるものとする。

７時起床

７時３０分清掃

８時朝食

８時４０分 朝の点呼

－３． 
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１２時昼食

１６時３０分夕食

１７時．夕の点呼

２２時就寝一

２所長は，保安上又は衛生上必要があるときは，前項の日課を変更するこ

とができる。

．(被収容者遵守事項等の掲示）

第１０条被収容者遵守事項並びに面会者心得及び面会案内（別表第２）は,・

収容所の適当な場所に掲示するものとする。

（指紋及び写真）

第１１条処遇企画担当統括は，処遇規則第１２条に規定する新たに収容さ

れる者の指紋の採取等を行う場合に，その者が１６歳に達しているか疑鶴

・があるときは，所長に報告し，その指示を受･けなければならない。

第３章物品の領置及び返還

（物品の領置基準）

第１２条処遇規則第１１条第１項の規定により領園する物品は，次に掲げ

るものとする。．

（１）ナイフｊかみそり，はさみ，かん切り等の刃物類，その他その用法に

より殺傷行為，自損行為又は逃走行為に利用されるおそれのある金属製

品，ガラス製品又はひも類等

（２）マッチ，ライター等の発火器具，火薬類，ガソリン等の引火物その他

火災又は爆発の原因となるおそれのあるもの

（３）劇毒物及び睡眠薬，鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬

品

（４）酒類その他のアルコール含有飲食物

（５）旅券及びこれに代わる証明書，乗員手帳，外国人登録証明書，検疫証

４－ 
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明書その他当麟被収容者の身分関係を証する書類

（６）著しく容積の大きい物品

２処遇企画担当統括は，前項に掲げる物品以外の物品について，特に領置

の必要があると露めるときは，所長に報告し，その指示を受けなければな

らない。

（領置手続以外の物品の保管）

第１２条の２所長は，被収容者から前条第１項に掲げる物品以外の物品に

ついて保管に係る申出があったとき，又は収容所の管理運.誉上必要がある

と認め，かつ，被収容者の同意が得られたときは，当該物品を領置品庫又

は鍵付きキャビネットに保管することができる。

（執務時間外の物品の取扱い）

第１３条出納員たる看守寳任者は，執務時間外において現金を領置する必

要があるときは，歳入歳出外現金出納官吏が登庁するまでの間，当該現金

を一時保管するものとする。ただし，歳入歳出外現金出納官吏が登庁した

ときは，速やかに次条第１項第１号に基づく手続をとらなければならない。

２領置物品取扱主任官の補助者たる看守責任者は，執務･時間外において現

金以外の物品を領置する必要があるときは，物品一時保管簿（第３号様

式）に所定事項を記栽した上，領置物品取扱主任官が登庁するまでの間，

当該物品を一時保管するものとする。ただし，領置物品取扱主任官が登庁

したときは，速やかに次条第１項第２号に基づく手続をとらなければなら

ない。

（領置後の手続）

第１４条処遇企画担当統括は，被収容者の物品を領置したときは，次の各

号に定めるところにより措置するものとする。

（１）現金については皿領置決議書（領置金預り証控（処遇規則別記第９号

様式甲）をもって代える。）により所長の承認を受けた上ｊ当該決議書．
巳
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とともに歳入歳出外現金出納官吏に引き渡すこと。

（２）現金以外の物品については，領置決議鴇（領極品預り証控（処遇規則

別記第９号様式乙）をもって代える。）により所長の承關を筆けた上，

当該決議欝とともに領置物品取扱主任官に引き渡すこと。

２歳入歳出外現金出納官吏は，前項第１号の規定により現金を受領したと

きは，領置金収受簿（第４号様式）及び領置金基鰻（第５号犠式）に所定

事項を記戦するとともに，領置決議書に基づき領置金預り証（処遇規則別

記第９号穣式甲）を作成の上，処遇企画担当統括を通じて当該被収容者に

交付するものとする。

３領置物品取扱主任官は，第１項.第２号の規定により物品を受領したとき

は，物品管理簿・物品出納簿（法務省所管物品管理事務取扱規程第２４号

様式）に所定事項を記載するとともに，領置決駿欝に基づき領置品預り証

（処遇規則別罷第９号様式乙）を作成の上；処遇企画担当統括を通じて当

該被収容者に交付するものとする。．

（領置物品の廃棄及び換価）

第１５条領置物品取扱主任官は，処遇規則第１１条第２項の規定により領

適した物品を廃棄し又は換価するときは，当該被収容者から領置品処分同

意書（第６号様式）及び領置品預り証を提出させ，所長の承鬮を受けた上，

廃棄し又は換価し，領置品預り証の備考欄及び物品管理簿ケ物品出納簿の

てん末欄に当該領置物品を処分した旨及びその年月日を記載して押印する

とともに，換価した代金は当該被収容者に確認させた上，領置手続を執る

ものとする。この場合においては，第１４条第２項の規定を準用する。

２前項の換価の手続については，会計法，予算決算及び会計令，契約事務

取扱規則及び法務省所管契約事務取扱規程の国の財産の売却に関する規定

を準用する。

（収容中の領置物品返還）

● 
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第１６条処遇企画担当統括は，被収容者から領適した物品の全部又は－部

の返還申出があったときはｊ次の各号に定めるところにより措置するもの

とする。

（１）領置金については，領極金返還申出書（第７号犠式）及び領置金預り

証を提出させ，所長の承認を受けた上，歳入歳出外現金出納官吏に通知

すること。

（２）領置品については，領置品返還申出霄（第８号様式）及び領置品預り

証を提出させ，所長の承麗を受けた上，領置物品取扱主任官に通知する

こと。

２歳入歳出外現金出納官吏は，前項第１号の通知を受け被収容者に領置金

を返還するときは，全部返還にあっては次条第１号に定める措置を執り，

－部返還にあっては領置金預り証控に受領を証する署名又は指印を徴する

とともに，領置金預り証控に支払月日，支払.高等を記載するものとする。

３領置物品取扱主任官は，第１項第２号の通知を受け被収容者に領邇品を

返還するときは，全部返還にあっては次条第２号に定める措極を執り，一

部返還にあっては領置品返還申出書の領収欄に受領を証する署名又は指印

を徴するとともに，領置品預り証の備考欄及び物品管理簿・物品出納簿の

てん末欄に当該領置品を返還した旨及びその年月日を記載するものとする。

（出所時の領置物品返還）

第１７条処遇規則第３９条の規定により被収容者に領置中の物品を返還す

るときは，次の各号に定めるところにより措置するものとする。

（１）歳入歳出外現金出納官吏は，被収容者から領置金預り証と引き換えに

領霞金を返還し，領置金預り証控に受領を証する署名又は指印を徴する

こと。

（２）領置物品取扱主任官は，被収容者から領置品預り証と引き換えに領置

品を返還し，物品管理簿・物品出納簿に受領を証する署名又は指印を徴
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すること。

（逃走者等の遭留金）

第１８条歳入歳出外現金出納管吏は，被収容者が逃走又は死亡したときは，

遺留に係る領置金は遺留金響留簿（第９号様式）に所定事項を記載しなけ

ればならない。

第４章・避難

（避難）

第１９条処遇担当統括は，非常災害に際し，被収,容者を収容所以外の場所

に避難させる必要があると認めたときは，所長に報告し，その指示を受け

た上，被収容者を所長の指示する場所に避難させるものとする。

２処遇担当統括は，前項の場合において，急(連を要し，所長に報告するし、

とまがないときは，被収容者を安全な場所に避難させた上，速やかに所長

にその状況を報告しなければならない。

３処遇担当統括は，前２項により被収容者を避難させるときは,、被収容者

に対し，災害の状況，避難の場所，係官の指示に基づき秩序ある行動を執

るべきこと隼を説示し，最も安全な経路をもって速やかに避難場所に謹送

しなければならない。

４処遇担当統括は，第１項及び第２項により被収容者を避難させる場合に

おいて，必要と認めるときは，所長に報告し，その指示により戒具を使用

するものとする。ただし，急速を要し，所長に報告するいとまがないとき

は，その指示を受けることを要しない。

５前項ただし書の規定により戒具を使用した場合，処遇担当統括は，連や

，かに所長にその状況を報告し，その指示を受けなければならない。

（一時解放）

第２０条処遇担当統括は，非常災害に際し，前条による避難の手段がなく，

かつ，被収容者を他の場所に護送するいとまがないと認めるときは，所長
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に報告し，その指示により被収容者を一時解放するものとする。ただし，

急速を要し，所長に報告するいとまがないときは，その指示を受けること

を要しない。

２前項ただし書の規定により一時解放を行った場合，処遇,担当統括は，速

やかに所長にその状況を報告し，その指示を受けなければならない域

３処遇担当統括は，前２項により被収容者を一時解放するときは，被収容

者に対して解放の翌日午後５時までに指定された場所に出頭するよう指示

し，できる限り一時解放証明書（第１０号様式）を交付するとともに，解

放した旨を直ちに所轄瞥察署等関係機関に通報するものとする。

第５章保安

（制止等の措置）～

第２１条入国瞥備官は，被収容者に対し，被収容者遵守事項を遵守させる

ため必要な指導を行うものとする。、

２入国警備官は，被収容者が被収容者遵守事項に違反する行為をし，又は

違反する行為をしようとするのを発見したときは，処遇規則第１７条の２

に規定する措極を講じるとともに，直ちに看守責任者に報告しなければな

らない｡．

（制止等の措置後の報告）

第２２条入国蕃備官は，処遇規則第１７条の２に規定する措置のうち，制
」

止及びその他の抑止するための措置を執ったときは，制止等の措置報告欝

（第１１号様式）により，速やかに所長に報告しなければならない。

（隔離）

第２３条処遇担当統括は，処遇規則第１８条に基づき被収容者を隔離する

必要があると認めるときは，隔離理由及び期限等について意見を付して所

長に報告し，その指示を受けるものとする。

２前項の場合において，所長は，隔離相当と認めるときは，隔離言渡書



､￣ 

（第１２号様式）を作成の上，これを処遇担当統・括に交付して隔離を指示

するものとする。

３処遇担当統括は，被収容者を隔離するときは，当鱗被収容者に対し，隔

離言渡書を読み聞かせなければならない。ただし，急速を要するときは，

隔離した後読み聞かせることができる。

４処遇担当統括はＬ被収容者の隔離中における行状等を随時所長に報告し，

必要な指示を受けるものとし，看守勤務日誌及び被収容者名簿に記載しな

ければならない。

５処遇担当統括は，隔離の必要がなくなったと潔めるときは，直ちに所長

に報告し,～その指示を受けなければならない。

６前２項の場合において〃所長は，隔離の必要がなくなったと認めたとき

は，直ちに処遇担当統括に隔離の中止を指示するものとする。この場合，

、処遇担当統括は，直ちに隔離を中止しなければならない。

7．処遇担当統括は，隔離期限が到来したときは，被収容者の隔離を解除す

るものとする。

（緊急時の隔離）

第２４条処遇担当統括は〆処遇規則第１８条第２項に基づき被収容者を隔

離したときは，速やかに隔離理由及び期限等について意見を付して所長に

報告し，その指示を受けるものとする。・

２前項の場合において，所長が隔離を相当と認めた場合は，前条第２項の

規定を準用する。

３第１項の場合において，所長が隔離を相当と認めないときは，処遇担当

統括は直ちに隔離を解除しなければならない。

（隔離の継続）

第２５条処遇担当統括は，隔離期限を超えて引き続き被収容者を隔離する

必要があると認めるときは，その理由及び新たな隔離期限等について意見
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を付して所長に報告し，その指示を受けなければならない。

２前項の場合において，所長は，引き続き隔離することを相当と寵･めると

きは，隔離言渡書に新たな隔離期限を記入した上，これを処遇担当統括に

交付して隔離の継続を指示するものとする。

３処遇担当統括は，第２項の隔離の場合には，当鱗被収容者に対し，新た

な隔離期限を記入した隔離言渡薔を読み聞かせなければならない。

（戒具の使用）

第２６条入国馨備官は，被収容者に対し戒具を使用する必要があると認め

るときは，所長に報告し，その指示を受けるものとする。

２入国警備官は，被収容者に対し戒具を使用したときは，その理由，使用

期間及び戒具の種類等を看守勤務日誌及び被収容者名簿に記載しなければ
● 

ならない。

● 

（緊急時の戒具の使用）

第２７条入国響備官は，処遇規則第１９条ただし書に基づき被収容者に対

し戒具を使用したときは，速やかに所長に報告し，その指示を受けるもの

とする。

２前項の場合において，所長が戒具の使用を罷めないときは，処遇担当統

括は，直ちに戒具の使用を解除しなければならない。
５．、

第６z;ビ給養及び衛生

（寝具の貸与）

第２８条処遇企画担当統括は，被収容者に寝具を貸与したときは，被収容

者物品貸与簿（処遇規則別記第７号様式）に所定事項を記載し，かつ，受

領欄に受領を証する署名又は指印を徴するものとする。

２被収容者一人につき貸与する寝具の数壁は，次に掲げる基準とし，当骸

被収容者が出所するときに返還させるものとする。

（１）毛布
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ア夏期（６月１日から９月３０日まで）３枚以上７枚以下

イ夏期以外の期間５枚以上１０枚以下

（２）まくら１個

（３）まくらカバー １枚

（４）敷布１枚

（衣類及び日用品の給与）

第２９条処遇企画担当統括は，処遇規則第２３条に規定する衣類及び日用

品の給与を必要と認める被収容者があるときは，所長の承認を受けた上，

給与するものとする。

２前項の規定により給与する物品の品目，数量及び使用期間は，、その都度

所長が定める。

３処遇企画担当統括は，被収容者に衣類及び日用品を給与したときは，被

収容者物品給与簿（処遇規則別記第８号様式）に所定事項を記載し，かつ，

受領欄に受領を証する署名又は指印を徹さなければならない。

（物品の使用）

第３０条処遇規則第２４条第１項に規定する物品の品目は，次に掲げるも

のとし，数量及び使用期間は，その都度所長が定める。

（１）食卓

（２）いす

（３）食器

ア椀

イ皿

ウはし又はナイフ及びフォーク

エスプーン

（４）理容用具

アはさみ又はバリカン
〒〆
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イかみそり

ウくし

エヘアープラシ

（５）運動用具

アパレーポール

イ・バドミントンラケット及びシャトルコック

ウ・グローブ及びボール

エサッカーポール

オ卓球台，卓球ネット，卓球ラケット及びピンポン球オ卓球台，卓球ネッ

（６）娯楽用具

ア囲碁盤及び同石

イ将棋盤及び同駒

ウ・トランプ

エチェス

オオセロ

力テレピ

キ小児用遊技具

（７）図書

（８）掃除用具

アほうき

イちり取り

● 

の

● 

■⑨ 

ウパケツ曰

エ雑きん又はモツプ

オ紙くずかご・

力、電気掃除機

（９）洗面用具
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ア洗面器

イ＝ツプ

(１０）喫煙用具

ア灰皿

イ着火具．

(１１）洗濯用具

ア電気洗濯機

イ電気乾燥機

ウ電気アイロン

エ物干しハンガー

(１２）給湯用具

● 

電気ポット又は保温ポット

(１３）履物.
● 

スリッパ又はサンダル

(１４）刃物類等

ア果物ナイフ

イ缶切

ウつめ切り

エ縫い針

オ編み棒

運動用具,娯楽用具及２処遇担当統括は，被収容者から前項の理容用具，

ぴ刃物類等の使用の申出があったときは，所長に報告し，その指示を受け

た上，使用させるものとする。

３処遇担当統括は，前項により被収容者に理容用具としてはさみ及びかみ

そり並びに刃物類等を使用させるときは，監視を厳重にし，事故の防止に

努めるとともに，使用後は直ちにこれを回収した上,使用者名,使用品’
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使用場所及び使用時間を看守勤務日誌に記載しなければならない。

（検食）

第３１条診療室長，会計課長，処遇部門首席及び処遇担当統括は，被収容

者に対する給食の都度，これを検食し，かつ，被収容者検食簿（処遇規則

別記第６号様式）に検食意見を記載して所長に報告するものどする。ただ

し，執務時間外における検食は）看守責任者が行うものとする。

（運動）

第３２条被収容者には，毎日執務時間内におV､て所長が別に定める時間，

戸外運動場で運動する機会を与えるものとする。ただし，荒天のとき又は

収容所の保安上若しくは衛生上支障があるときは，この限りではない。

２看守齋任者は,、被収容者が運動するときは，あらかじめ戸外運動場を点

検し，保安上支障があると認められる物品及びその他異状がないことを砿

認した上，被収容者を戸外運動場に出し，かつ，運動時間中は看守勤務者

をその監視に当たらせなければならない。

３看守責任者は，運動のため，被収容者を戸外運動場に出すとき及び運動

終了後被収容者を収容寮に収容するときは，その人員及び所持品等を砿認

しなければならない。

（衛生）

第３３条被収容者には，１週間に２回以上入浴する機会を与えるものとす

る.。

２前項の場合において，女子の被収容者の入浴の立会が必要な際は，女子

の入国響備官に行わせるものとし，女子の入国警備官が不在の場合は，入

国警備官以外の女子の職員に行わせるものとする。

３居室の消毒及び寝具の交換又は洗濯は，次の基準によるものとする。

（１）居室の薬物消毒毎年２回以上

（２）毛布の交換又は洗濯３か月に１回以上
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（３）まくらカバーの交換又は洗濯毎月１回以上

（４）敷布の交換又は洗濯毎月１回以上

（診療）

第３４条処遇担当統括は，被収容者がり病し若しくは負傷したとき又は被

収容者から医師の診療の申出があったときは，所長に報告し，その指示.を

受けるものとする。

２処遇担当統括は，前項の場合において，急速を要し，所長に報告するい

とまがないときは，直ちに医師の診療を受けさせた上，速やかに所長にそ

の状況を報告しなければならない。

３処遇担当統括は，被収容者から自費による診療の申出があったときは，

当該被収容者の症状及び診療の必要性等について意見を付して所長に報告

し，その指示を受けるものとする。

４入国瞥備官は，前３項により被収容者が医師の診療を受けるときは，こ

れに立ち会い，逃走その他の事故の防止に当たるとともに，担当医師から

所見を徹し，当該被収容者の病状及び診療状況等を診療結果報告書（第

１３号様式）及び被収容者診療簿（処遇規則別記第３号様式）により所長

に報告しなければならない。

５処遇担当統括は，救急常備薬を保管し，、被収容者にこれを授与したとき

は，その都度，救急常備薬投与簿（第１４号様式）に所定事項を記載する

とともに，その使用状況を確認しなければならない．

６第１項ないし第３項の規程により，被収容者に診療を受けさせた場合は，

第６条第１項の規定を準用する。

第７章面会，物品の授与及び通信

（領事官等との面会）

第３５条処遇企画担当統括は，被収容者に対し，処遇規則第３３条第１項

に規定する領事官等（以下「領事官等」という。）から面会の申出があつ

● 

● 
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たときは，面会許可・物品授与許可申出書（第１５号様式）を提出させた

上，所長に報告し，その指示を受けて面会者及び被収容者に面会時間，面

会場所及び面会者心得を告知し，面会させるものとする。

２処遇企画担当統括は，前項により面会させるときは，あらかじめ面会の

場所を検分して，保安上の事故の防止について必要な措置を執るとともに，

、入国警備官に対し，看守に適当な場所及び着守上必要な事項を指示しなけ

ればならない。

３処遇企画担当統括は，，面会終了後，被収容者面会簿（処遇規則別記第

４号様式）に所定事項を記載し，所長に報告しなければならない。

４第１項の規定により，被収容者を面会させた場合は，第６条第１項の規

定を準用する。

（領事官等以外の者との面会）

第３６条処遇企画担当統括は，被収容者に対し，処遇規則第３４条第１項

に規定する領事官等以外の者（以下「領事官等以外の者」という。）から

面会の申出があったときは，面会許可・物品授与許可申出書を提出させ，

所定事項を聴取した上，所長に報告しなければならない。

２処遇企画担当統括は，前項の場合において，所長が面会を許可したとき

は，面会者及び被収容者に面会時間及び面会者心得を告知し，入国警備官

を立ち会わせて面会室において面会させるものとする。ただし，所長等が
印●

立ち会いの必要がないと認めるときは，この限りでない。

３入国警備官は，面会の際には保安上の事故の防止に努め，面会者又は被

収容者が保安上支障がある行為をしたときは，直ちにこれを制止し，制止

に従わないときは，面会を中止させた上，所長にその状況を報告し，じ後

措置について指示を求めなければならない。

４入国警備官は，面会の立会いに当たったときは，面会終了後，被収容者

面会簿に所定事項及び同備考欄に面会･内容の要旨を記載し，所長に報告し
－１７－ 



なければならない。ただし，面会に立ち会わなかったときは，面会簿作成

を省略することができる。

５第１項の規定により，被収容者を面会させた場合は，第６条第１項の規

定を準用する。

（面会の時間）・・

第３７条面会の時間は，原則として゛３０分以内とするものとする。ただし，

第３５条第１項に規定する領事官等との面会の時間は，その都度，所長が

，iこめる。

（面会の時限）

第３８条面会は執務時間内に行わせるものとする。

２看守賢任者は，執務時間外に面会を申し出た者がある場合において，急

速を要し，かつ，やむを得ない事情があると認めるときは，処遇部門首席

に報告し，その指示を受けなければならない。

（物品の購入）

第３９条処遇企画担当統括は，被収容者から自費による物品の購入の申出

があったときは，物品購入許可申出書（第１６号様式）を提出させた上，

所長に報告しなければならない。

２処遇企画担当統括は，前項による報告に対し，所長から物品購入の許可

があったときは，当該被収容者に許可に係る物品を購入させるものとする。

（物品の授与）

第４０条処遇企画担当統括は，被収容者に対し物品の授与を申し出た者が

あったときは，面会許可・物品授与許可申出書を提出させた上，所長に報

告しなければならない。

２処遇企画担当統括は，前項による報告に対し，所長から物品授与の許可

があったときは，当賎物品を当該被収容者に交付した上，面会許可・物品

授与許可申出書の受領欄に受領を証する署名又は指印を徴するものとする。
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（物品の送付）・

第４１条処遇企画担当統括は，被収容者に対し物品の送付があったときは，

受領すぺき被収容者を立ち会わせて開披し，その内容を検査しなければな

らない。

２処遇企画担当統括は，前項の場合において，当該被収容者から送付物品

交付許可申出書（第１７号様式）を提出させた上，所長に報告しなければ

ならない。

Ｂ処遇企画担当統括は，前項による報告に対し，所長から物品交付の許可

があったときは，当該物品を当該被収容者に交付した上，送付物品交付許

可申出誉の受領欄に受領を証する署名又は指印を徴するものとする。ただ

し，許可に係る物品が第１２条に規定する物品である場合は，直ちに領置

手続を執らなければならない。この場合においては，第１４条第２項及び

第３項の規定を準用する。

４処遇企画担当統括は，第２項による報告に対し，所長から当該物品を交

付せず送付者に返還するよう指示があったときは，速やかにこれを当該送

.付者に返還するものとする。ただし，当該送付者に返還できなかったとき

は，所長の承認を受けて当該物品を当該被収容者に交付した上，直ちに領

置手続を執るものとする。この場合においては，第１４条第２項及び第３

項の規定を準用する。

（通信文の発受）

第４２条処遇企画担当統括は，被収容者から通信文の発信の申出があった

とき又は被収容者あてに通信文の送付があったときは，被収容者郵便物発

受信簿（処遇規則別記第５号様式）に所定事項を記較して所長に報告し，

その指示を受けた上，当該通信文を発送又は当該被収容者に交付するもの

とする。

２処遇企画担当統括は，前項の指示を受けて当該通信文について保安上必
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要があるものとしてその内容を調査したときは，その結果を所長に報告し

なければならない。

３処遇企画担当統括は，前項の報告に対し，所長から当該通信文について

ド汀正，削除，抹消又は領極ずるよう指示を受けたときは，その措置を講じ

た上，被収容者郵便物発受信簿の備考欄にその旨記載しておかなければな

らない。

（執務時間外の通信文の発受）

第４３条看守責任者は，執務時間外に被収容者から通信文の発信の申出が

あった場合又は被収容者あてに通信文の送付があった場合において，急速

を要し，かつ，やむを得ない事情があると認めるときは，処遇部門首席に

報告し，その指示を受けなければならない。

（電話による通信）

第４４条処遇企画担当統括は，被収容.者から電話による通信許可の申出が

あったときは，被収容者電話申出書（第１８号様式）を提出させた上，所

長に報告し，その゛指示を受けなければならない。ただし，あらかじめ所長

が定める時間帯における電話による通信については，この限りでない。

２処遇企画担当統括は，外部の者から被収容者に対し電話による通信許可

の申出があったときは，所長に報告し，その指示を受けなければならない。

３処遇企画担当統括は，前２項について，所長が許可したときは，当該被

収容者に通信させるものとする。この場合に．おいて，これに立ち会い，被

収容者電話申出書の電話記録欄に通信の要旨を記載し，所長に報告しなけ

れぱならない。

（執務時間外の電話による通信）

第４５条．看守責任者は，執務時間外に被収容者から電話による通信許可の

申出があった場合又は外部の者から被収容者に対し電話による通信許可の

申出があった場合において，急速を要し，かつ，やむを得ない事情がある
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と認めるときは，処遇部門首席に報告し，その指示を受けなければならな

い゜

第８．章出所

（出所の手続）

第．４６条処遇部門首席は，被収容者を仮放免，放免，移送，送還又は逮捕

等により収容所から出所させるときは，出所票（第１９号様式）により所

長の承寵を受けた上，処遇担当統括に対し，当該出所票を交付して当該被

゛収容者の出所を指示するものとする。

２処遇担当統括は，、前項の指示を受けたときは，被収容者名簿その他の関

係書類により人違いで.ないことを確認した上，当賎被収容者を出`所させな

ければならない。ただし，被収容者を移送又は送還により出所させたとき

は，当骸被収容者を護送する入国替備官に引き渡さなければならない。

３処遇企画担当統括は，前項の場合において，被収容者から貸与品を返還

させなければならない。

４第２項の出所においては，第６条第１項の規定を準用する。

第９章雑則

（被収容者の申出による外出）

第４７条処遇部門首席は，被収容者から外出許可の申出があったときは，

その要旨を被収容者申出書（第２０号様式）に記載させ，当該申出の内容

を検討し，意見を付して所長に報告しなければならない。

２処遇部門首席は，前項による外出許可があったときは，処遇担当統括に

対し，外出票（第２１号機式）を交付して当該被収容者の外出を指示する

ものとする。

３処遇担当統括は，前項の指示を受けたときは，人違いでないことを確麗

した上，当該被収容者を護送する入国響備官に引き渡し，外出させなけれ

● 

ぼならない｡．

－２１－ 



４前項により外出させた被収容者が帰所した場合には，第６条第１項の規

定を準用する。

（送還手続等のための外出又は出寮の要諭）

第４８条企画管理・執行部門の首席入国縛備官は外送還手続等のため､被収

容者を外出又は出寮させる必要があるときは，処遇部門首席に対し，外出

票又は出寮票（第２２号様式）をもって当骸被収容者を収容寮から外出又

は出寮させることを要舗するものとする。

．（送還手続等のための外出）

第４９条処遇部門首席は，前条による外出の要請があったとき又はその他

の必要により被収容者を外出させるときは，外出票により所長の承認を受

けた上，処遇担当統括に対し，当該外出票を交付して当該被収容者の外出

を指示するものとする。

２前項により被収容者を外出させる場合には，第４７条第３項の規定を，

前項により外出させた被収容者が帰所した場合には〆第６条第１頃の規定

をそれぞれ準用する。

（出寮）

第５０条処遇部門首席は，第４８条による出寮の要請があったどき又はそ

の他の必要により被収容者を収容寮から出寮させるときは，処遇担当統括

に対し，出寮票を交付して当該被収容者の出寮を指示するものとする。

２前項により被収容者を出寮させる場合には，第４７条第３項の規定を，

前項により出寮させた被収容者が帰寮した場合にはｊ第６条第１項の規定

をそれぞれ準用する。

（被収容者の申出等に対する措置）

第５１条処遇担当統括は，被収容者から処遇規則第４１条に規定する申出

又は請求があったときは，その要旨を被収容者申出書に記載させ，当該申

出の内容を検討し，意見があればこれを付して所長に報告するものとする。

● 

● 
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ｚ処遇担当統括は，前項の申出又は鯖求に対する措置を被収容者に告知す

るとともに，被収容者申出書の措置欄に記載しておくもの･とする。

（令寳の保管）

第５２条処遇担当統括は，被収容者に係る令脅を保管し，令書保管簿（第

２３号様式）に所定事項を記.戦しておかなければならない。

・附則

この細則は，平成１０年９月１日から施行する。

附則

この細則は，平成１１年４月１日から施行する。

附則

この細則は，平成１２年１２月２２日から施行する。

附則

この細則は，平成１３年６月１日から施行する。

附則

この細則は，平成１４年４月１日から施行する。

附則

この細則は，平成１５年５月２６日から施行する。

附則

この細則は，平成１５年８月２１日から施行する。

附則

この細則は，平成１６年４月９日から施行する。
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別表第１（第７条関係）

被収容者遵守事項

下記に掲げる事項は，収容所の安全と秩序を保つため及び収容所における

生活を円滑に行うための必要な「遵守事項」です。そのため，これらの事項

を遵守しなければなりません。

また，他の被収容者に対し遵守事項に違反することをあおったり，そその

かしたり，援助したりしてもいけません。

さらに，日本国の刑罰法令に触れる行為をした場合には，処罰されること

もあります。

記

逃走し，又は逃走することを企てないこと。

自損行為をし，又はこれを企てないこと。

他人に対し危害を加え，又は危害を加えることを企てないこと。

他人に対する迷惑行為をしないこと。

収容所の設備ノ器具その他の物を損壊しないこと。

許可を得ないで，外部の者との物品の接受をしないこと。

凶器，発火物その他の危険物を所持，使用しないこと。

職員の職務執行を妨害しないこと。

鑿琿整とん及び清潔の保持に努めること。

たばこの吸いがら等ブ火気の始末を十分に行うこと。

２２時から７時までの就寝時間中は，火気を使用しないこと。

日課を守ること。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
 

１
１
１
 

日課は次の基準による。

７時起床

７時３０分．清；帯

８時朝食

８時４０分朝の点呼

１１時３０分昼食

１６時３０分夕食

１７時夜の点呼

２２時就寝



別表第２（第１０条関係）

面会者心得

１面会時間を必ず守ってください。（なるべく短時間に願いま

・す｡）

２係官に無断で物品の授受は行わないでぐださい。

３暗号，隠語等を使用し，又はその他の方法で通謀を図ろうとす

る行動はとらないでください。

４以上のほか，すべて係官の指示に従ってください。

以上のことが守られない場合は，面会を中止させることがありま

す。

面会案内

１被収容者との面会又は物品の授与を希望される方は，受付に申

し出て必要な手続をとってください。

２面会を希望される日本人の方は運転免許証等身分を証明する文

書を，外国人の方は外国人登録証明書又は旅券を提示してくださ

い。

３面会の受付は,、土曜日，日曜日及び休日を除く日の９時００分

から１２時００分まで及び１３時００分から１６時00分までで

す。なお，被収容者の食事，運動，診療等の日課によって，面会

を待っていただく場合があります。

４面会時間は，原則として３０分以内です。

５面会の際には，カメラ，ビデオカメラ，録音機及び携帯電話の

持込みや使用はご遠慮願います。

､ 



第l号様式（第５条関係）

長|次長
ロ

● 

入所・票

過Ｅ幽僅！年月日
● 

● 

● 

処遇担当統括入国響備官殿

●● 

● 

● 

処遇部門首席入国替備官⑳

下記の者の入所を指示する．
｡ 

H1洲間蝿
■ 

被収客．者身分事項等

籍氏名性別年齢適条受入先

居室

番．号

～ 

● 

Ｂ 

￣ 

｡ 



第２号犠式（第７条関係）
● 

ひ

被収容者遵守事項等告知確露書
■ 

年月日

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

私は〆被収容者処遇規則第７条第３項の規定に基づき，被収容者遵守事項等の告

知を受けました。.
●､ 

● 

１国籍
● 

２氏名

男・女

３生年月日

日月年
～ 

０ 

本人．

署名

￣ 

● 



０－ 

第３号様式(第１３条関係）
■ 

物品一時保管簿

● 

● 

● 

看守責任者印

Ｌ 

ａ 

一時保管年月日時分 違反条項 国籍

◆､ 

披収客者

氏名

年月日

時分

条項

号

品 目 員数 品目
ロ

員数

～ 

●● 

● 

摘要

●し●●



第４号穣式（第１４条関係）

● 

領邇金 収受｜摩．

● 

備考．本簿はｉ会計年度ごとに合計し継続僕用することができる。● 凸

■ 

受入年月日 摘 要 金 」 額
■ 

受入番号 氏名及び認証

● 

● 

、

｡ 

● 

｡ 

● 



第５号様式(第１４条関係）
■ 

領置金基帳

◆ 

の

１０ 

● 

● 

● 

収容年月日 ;出所年月日 違反条項 国籍 氏名

年月日 年月日

条項

号

年月日 摘要 受入 払出 残額

円 円 円

もり

￣ 

Ｑ 

■■ 



● 

｡● 

Ｐ 

白･「

、

■8 

● 

年月日 摘要 受入 払出 残額

円 円 円

￣ 

L－－￣－－－L－－」



● 

● 

qO 

■ 

傭.零

１本簿は，被収容者の携有，差入れ及び換価代金にかかる領置金

を登記する。

領置金の受入額は，領置金収受簿により登記する。

領極金の支払い額は，領置金預り匪控に基づき登記する。

本簿は，［カード｣式とし，次の方法による。

(1)本簿は，被収容者ごとに作成する。

(2)木簿は，統括簿を作り集計高を明らかにする。

(3)出所，その他により計算を終了した木鐸は，最終の計算高の

２ 

３
４
 、B

Ｔ 

(3)出所，その他により勵弊を藤」しに李總ロム，巫

下に二線を引いて締切り，順次編集し保存する。

～ 

● 

● 

● 

● 

● 



● 

l傍

所長

鎚聞顛

次長

会計

課長

劇、樹＆

遡主随

領置品処分同意書

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

被収容者氏名

年月日

寮号

● 

廃棄
下記物品の処分に同意します。

換価

品．目 員数廃棄・換価の別 備考

｡●● 

蝿細髄
'@m&Ｅｉ 

＆当笛循



の

第７号様式(第１６条関係）．

じ

● 

● 

所長 次長

処遇

部門

首席 当括鰯担統
鴎頗

上･席
、樹埼

領置金返還申出審

年月日

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

寮号
●● 

被収容者氏名⑳
０． 

下記のとおり領置金を返還願います。

返還申出金額 琴

～ 

返還申出理由

■B■ 

● 

飢餓i

mA 

MIlI散



● 

第８号様式(第ユ６条関係）
● 

￣ 

● 

、

● 

所長 次長
健圖、ド

首席

鰯鯛鰹

統括

鰯鯛

上席
鼠樹憲

領置品返週．申出書

、年

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

月

寮、号

日

被収容者氏名.（,．＿⑳

下記のとおり領置品を返還願います。

返還申出品目 員数 返還申出理由

￣ 

● 

上記物品を受領しました。

年 月 日

鐘収容者氏名一⑳

上記被収容者から同物品を受領しました．。

B 

■ 

年月日 居住地

署名｡

鰍鎚

､繊随



第９号様式（第１８条関係）
● 

■ 

遺留金書留～鱒

■凸

エ本簿は，領置金基帳に基づき逃走者又は死亡者に係る領置金について登記する。

２処分のてん末の欄には，処分の経緯を祥寵する。.

Ｐ 

氏名
勺

国籍 ● 

● 

逃走・死亡年月日 年．月日逃走・死亡

遺留金 ● 金
● 

円 違 反条項 条項号

oＧ 

処分

？ 

てん末

● 

□ 

、

少

◆ 

｡､ 

● 

◆凸

ＰＤＤ 

備考
■ 

● 

■● 

備考 ■｡ 



● 

第１Ｏ号穣式（第２０条関係）．
● 

● 

-時解放証５月書

｡ 

● 

木証明書を所持する者は，被収容者処遇規則（昭和５６年法務省令第５９

号）第１７条の規定に基づき，非常災害のため当所から一時解放した被収容

者である。

解放された被収容者は，非常災害が発生した日の翌日午後５時までに入国解放された被収容者は，非常災害が発生した日の翌日午後５時までにｊ

者収容所東日本入国管理センターに出頭を蕊務づけられている者である。

■ 

年月日

￣ 

● 

入国者収容所東日本入国管理センター所長． 印

● 

￣ 

● 



● 

第ユユ号鐡式（簾２２条関係） ● 

ワ

● 

● 

凸

◆ 

所長 次．長
RE間'１

．首．席

鴎鑓鴎

統括

22圏圓

銃拾

霧．守

f:i佳肴

副霧守

貿佳肴

制止等の措腫報告密．

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

入国馨備官

年月日

下鬮の被収容者に対し，被収容者処遇規則篇１７条の２に規定する措置を執っ

たので ， 
● 

次のとおり報告します．
●● 

国籍

被収容者氏名

年齢・性別

国籍

～ 

氏名

年齢霞

性別男．女

報告事項
●－ 

日時
白年月日時分

童。年月日時分

違反場所



● 

● 

● 

● 

￣ 

被収容者遵守

事項違反と

鴎めた理由

印e

、

制止等の

摺霞状況

､ 

● 

Ｇ● 

その他

参考事項



〃

● 

第エ２号機式（第２８条関係）
● 

F蕊藤匡程雲「塞冒窪＝

徴収容者氏名

虚.(男・女）性別・年齢

隔離理由

､被収容者処遇規則第１８条第１項篇号適用条文

く
・

●
 日間）日まで平成年月隔離期限

隔離場所
～ 

者傭

上配により隔離する．

・年月・日

） 

印入国者収容所東日本入国管理センター所長
、

･印
゛

入国馨傭官示提．
Ｂ 

● 



● 

￣ 

● 

● 

Ｐ 

● 

陣憲蔚筐つつ・隷隆 諺置

理由

適用条文 ・被収容者処遇規則第エ８条篇ユ項第号

隔離期限

● 

平成・年月 日まで （日間）

隔離場所

徽考
●■ 

白

□ 

￣ 

上記により.隔離を継続する．

年月日

● 

入国者収容所東日本入国管理センター所長印

提示

入国替臘官

年月日
●■ 

印



第１３号様式(第３４条･関係）

●、巳

所長 次長

会計

課長

鯛鯏

首席

魍幽

統括

ii搬儲

鬮瀞守

胤１１者

鬮圃量 会計、

診療結果報告書

平成年月日

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

●白

.：入国者収容所東日本入国管理センター

入国蕃備官

下記の被収容者に対する診療結果について，次のとおり報告します。

被収容者氏名

性別・年齢 男・女歳

､ 

■ 

報告事項

診療年月日 平成年月日

診療病院.

所在地

医師名（）



● 

● 

｡ 

● 

病名及び病状

治療状況

～ 

医師の所見

● 

● 

■● 

その他

(圃驚,l81ill噂）

● 

、



● 

第１４号様式（第３４条関係）
し

Ｐ 

長l2pBnNBl函画凰餓５９，“HW9H“ 診療室

テ

塞占ごﾌﾞ雷L鉾讐、蘆璽篝さ雲当季嚢瞥旦

（年月日鯖求．月日～日までの投与分）

の

｡ 

● 

● 

(注）投与状況（投与日時，被投与被収容者名，薬品名，数鍵及び髭状等）は別紙を
もって配駁する．．

所長 吹長 国2闘同箙 魁圖凰ヨ閻簡 罰守ｊｉ＆； Ｈ１ヨキ１１任對 診療室

薬品名

勤務交代．

時の

引継ぎ数

投与数 残余数 鴎求（受領）数

｡ 

受領印

１寮

２寮
■●●■■●● 

３寮

●●●●●￣●●｡● 

ユ寮

２寮
､●●●●●● 

Ｂ寮

１寮

２寮

３寮
､●｡●●■●■●●●●●｡-●●●●■ 

～ 

1寮

２寮

３寮
■●C●●●●●C●ＤＣ●●①●■●● ●ロ●●●●●●●Ｃｌ

１察

２寮

３寮

p●●●●●●･●の●●●0■●｡●●■

D●●■●●●●●●●●●ＧＳ■●●■ 

●ＳＣＣの●●●●●

1寮
■●●●●■■●●● 

２寮
●●●●●●●●●■ 

､8寮

ＣＧ●●●●●●●● 

1寮

2寮

3寮

●●●●●巳●●●■



■ 

別紙
ひ

（寮）

● 

｡ 

● 

薬品名 投与日時 被収容者氏名 病状簿 投与数 担当官

､ｊｌＩｌ隊９

ＨＮ噂ＵＩ

１１，鴬」Ｉ

１，隙’

ＮＩＩ時」Ｉ

ＮＩＩ隊１１

１１１１時９

１１H博例

ＨＵ時例

１１N闇ｊＩ

jIH時１１

１１８爵9

ｊｌＢ時９

ｊＩｐ隊１１

)１１隙ｌＩ

１１８蘭ル

ＨＨ隊９

j１．１１隊１１

MH博9

jlH筒9

￣ jlH時9

ｊＩＨ闇９

Ｈ１爵，

ＩＩＮ噂・'１

ＨＨＩｉｌｌ 

)１Ｍ勵１１

１N間９

ルロ月’

１１，時９

Ｎｐ闇；

１Ｍ衛９

)１８爵9

１１１爵9

Ｈ１時１１

ｉｌｌ博ｊｉ



桑関係）号揮式（第露ユ５ ３５ 

皿
看

● 

白

□ 

”ｌ６ｌ７ｌ８ｌ９ｌｍ 

銅－１２’３４’５

● 

● 

● 

所長 次長
処遇部門

首席

幽鎭幽

銃括

処遇企回

上席
取扱箸

● 

菌ご=＝圏午７コ「 `も2ｺ晶寸量｣与圖午了ヨゴ串 出､麺露

年・月日

被 収容者

氏名

園繕（中国・韓国・フィリピン・タイ・イラン・ ） 

国籍

住 所

職業

勤務先Ｑ名称

氏名

披収容者

との関係

外国人憂鰯番号等

日本・中国・韓国・フィリピン・タイ

都・県・市.・郡、i「

（電賭）

(電麟）

１９年月日生歳（男・女）

外人異風正：｡第号（『Ｌ２ｏＧＨ几１１座》

画紐免冴圧：（都・県公安）第 号

面会の－用件 安否.・差入れ・・近況報告・その他（）

授与品
野５ 品目 員数 緯研 品目 風数

１ ６ 

２ 7． 

３ ８ 

４ ９ 

５ 2０ 

現金 ･苧

上鴎物品（金）を受領しました

年月日

● 

被収容者氏名

宮 用寵・噸欄

面会時岡 、時分から時分 まで 立会官

授与処理
本人交付現金
霞圏金
▲､ 

､本人交付物品

霞圃物品

預り歴 新規・lIq

取扱者印 ▲● 

P 

、



● 

第１６号様式（第３９条関係） ● 

Ｐ 

● 

､ 

p 

｡ 

￣ 

所長次長
＆Ni闘Ｆ

首席

鯛蝿鍵

統括

、遇企、

上席
取扱者

物品購入許可申出書

隼

入国者収容所東日本入国管理センター所長殿

月

寮号

被収容者氏名
● 
● 

日

②. 

下記の物品を購入願います。

品目 員数 価格 備考
● 

● 

■● 

●■ 

０． 



G 

第ユ７号犠式(第４１条関係）

（官用欄）

:……:､灘..………….`..………..……………...….…....……...……..…..，...………......…`~…....……､；月日．§：.
●●● ● ●● ･ 

；：.；本人交付：§§￣
.．……….……:．､辮…月……ii.…………………….…………………………?..…:担葭.………：ｉ槽；；
●●● 

●●● ●● ● 

§；金；領遇；！；；．

：：……`……………!……Ｗ…………………………….………………………………１９……… 日§§；
●ＤＣ 
●●● 

●●Ｄ 

Ｃ●● 

： ■●●. ● ●● 

：：物：本人交付！；当；；
：：：：：：： 
：．．． ●●● 

ｉｉｉ,…....….､必..….….......．….…......…,.....…......….……....…....…........ｉ3....…...：●● 

；月日ｉ：：
●●● 
●●● 

●●● 
●●● 

：88。：８.§

ｉ霞！；領冠：１着；§
：：． ●●●● ● 

：：■：：８：． 
§§麺§§§§．§■ＣＣ 

ｇ：。：．．．
：：:●..､ 
易･…00F．;。…｡D･･…0．……0．…､､…００００００…．…OOOo00･oOoO…00…0000…o…O…・……｡､D…､b……。…O……qDD･…●｡…O…必････００品･……･…･ざ

目ｆ長
● 

次長
■ 

２２８１１ 

曾席

遡鑓E§

鏡括

Ｂ２&周

上席
取扱者

送付物品交付許可申出替

入国者収奪厨東日本入国管理センター所長殿

ｃｃ 

寮号

年月日

被収容者氏名③

年月日

から私あてに送付のあった下鬮の物品（金）を交付圏います．.

品 目 員数 品目 員数

ユ ６ 

２ ７ 

３ ８ 

４ ９ 

５ 1０ 

婁金苧円

上毘物品（金）_を受領しました．
q● 

年月日
も

被収容者氏名⑳



簾エＢ号嫌式（集４４条関係）
● 

｡ 

所長 吹．長
良ヨ鬮Ｈ

賛．席

遡鑓

銃

幽

括

B2圏§

銃援

看守

責任者

副零守

責任者
取扱者

被収容者電話申出 童
＝ 

● 

ＡＰＰＬｌＣＡＴＩＯＮＦＯＲＭ 

被収容者

氏名

ＮＡＭＥ 

寮号

申出年月日

Ｄ､ＡＴＥ 

年月日

YEARMOMTHDAY 

麗麗使用貯可願い（lIPPLIOATlOlIFORTELEPMOIIEMLL）

櫻夢i#艇鱸
氏名：NAME

国籍：NATIOlINALITY 関係：REL1liIONSHIP

用件：IIEASOII

￣ 

｡● 

措置

ＯＦＦＩＣＩＡＬＵＳＥＯＮＬｙ（ロ東京移収／ロ移収／）

用件

■ 

● 

旅券（有切鋳）航空券（有無）所持金万円

:警辮鱸鼠日鑪蝿鵬熱籔蝿

ロ許可ロ代行(蝋Ii腿風､關腿g）

□本人邇賠

ロ不許可

会来所要騎

処理経過．ロ処理済みロ取下げロその他

邇鱈日時

； 
日

： 壜塞：＃騨目灘

lMi圃團

銃括

執行

上席



｡ 

立会優官

● 

(被収容者鬮畷園録棡）

通鯖日時： 月日時分～時分

相手方氏名 Ｓ電艤

文会係寳

(要旨）

●● 

●●●●－－●●●ＤＣ●●●●●●□●．●･●●●●●●ロ゛●◆わ゛●●●わ■●￣●●●●●●●●●●●●●－－－●ＣＯ●●●●ＤＣ●●●●●●ｃ■●ｃ●■●■●●■●●●●●●●･●●●●●●●●●●●●●●ＣＣＣ～●●●●●●R●■●●●￣●●●●●●●●●●●●●●●●●●－．ローc･･･・・・●｡●･・

●の●●●Ｃｓ●●●●●●●●●●●●●●●●●●の●●●●●ＤＣＣ●●●C●ＣｏＤ●●●●●｡●●●●■●■●●●●●●ｃｃ■｡●●●●●●●●Ｓ●●●●●￣･●●●の●●●●●●ＤＣ●■●●●￣●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●ＣＯ●●●●－■●－■●●●●●●こ=●●●●●●●●●由ｂＣＣ●●⑱●ＣＣＣ●I

●●●●●●⑰■や●●のＢＣＣ■●●●●●●●｡●●●ＧＢｃＣの●●●●●●●●･●●●⑪■●■■⑤●■●●●●ロー■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＱ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●p●●●●●●●●●●●●●●●●ｂ●●･●●●●ニーニーニニ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の●●Ｉ

●●ＣｏＣ 

● 

●｡●七●●●●か●Ｑ●●●ＣＣＣ●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●の●●●●●●･●●●●●●ＣＣＣ０Ｃ●ｃｃ●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●ＣＣＣ●●●●●●●●●●●ﾛ●c●●●●●●●●･●●●●●－－●●●●●●●●●●●●●●●●口巳ｩ●●己●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●●pﾛ

●●●●●●●●ＣＤ●●●●⑪●●●●●●●■●■●●■●■●●●●●●●●●●●ＣＣＣ●●●●●●●●●の●●●●●￣￣●ＣＣＣ●●■●●●●●●Ｃ●●●●●●ﾛ●●Ｃｓ●●●●⑪●●●●●●■●●●●●●●●●●●わﾛ●心●●●C●●●●｡●●●●●●●ＣＤ●●●●●･●●●●●●eこﾆｰｰﾆｰﾆﾆｰﾆ----＝二●●●●1

￣ 

■？●ｃ●●●●●●●●⑰●●｡￣●●●●●●●●■●●●●●●●●･●●●●●●●●●●●●●●●●･●●￣●●Ｓｃ●●●●●●●･●●●●●●●●●ＣＤ色●■●●●●●●●、ＣＣＣ●●●■●●●●●●c●●●●●●●●●･■●■●？●●●●●●●●●●●つｃＣ－⑰‐の●ＣＯ●●●●●●ＣＤＣ■●●●■･●●●･●●●●●０

● 

●●□・●□・・・●●●Ｕ－－ｏ●●●●●●●●・・・■●●●●●●●●Ｃｅ●◆●●ｃ･●⑰●●●●●●●●●●●●＝－．－．．c●●ＤＣ■●●●●●●●●●わ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●･ＣＣＣ●●●｡●●●●●■●－－●●●●●●●●ｃｃ●●●●●●●●●ｃ・・●・・5｡●●●●■

●■ 

●［ニーニー●ＣＣＤ●●●●●●｡●●●●●ＣＣＣ●●●●●●●●●●●●｡●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●Ｓ－Ｃ●●●●●●●●●●｡●●●●c●●●●●●｡●●●の、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＣＣ･●●～●●●●●●●ﾛ●●●●●●●●●●ＳＢＣ●●●●①●●●●●●●ｂｃＣＣＣ●■①●●もq
● 

＝＝己÷-ニーーニニー●●Ｃｅ●●●●･士●●●●●●●●●●●●●●･●■■・●･●c●●●●●●…●●ｃ・・●●･●■●●●●｡●ｃ●●●●●●●●●●の白Ｐ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Ｑ●･●●●●●ひ●●●●ＣＯ●●｡●●ＣＧ●■●●●●●●●●
● 

ｐ●●●●●ＣＣｂ●●●●●｡●●●●●●●●●●ﾛ 

妄ﾆﾆﾆ告⑩●●●の●●●●●Ｃ●●Ｃ●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■■●●●ＣＯ●●●●●●●●ＣＣＣ●●●●●◆●●●●●●●●●Ｃ●●｡●●●●ＣＣＢ■●●｡●つ｡●●●●ﾛ●ＤＳＣ●①●｡●●●●●●●●●●Ｃｅの●●●●●●●●●●●●●Ｃ●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＣＣ●●●●●●●ＤＣ●●●●●●



夕

第１９号様式（第４６条関係）

所長|次長陣舳魎Rml斬舩

出所票

鼬2個§鰍年月・日

● 

処遇担当統括入国替備宮殿
● 

羽ザヌ閲

処遇部門首席入国響備官⑳

● 

･下記の者の出所を指示する。

鋼オヌ隅被収容者身分事項等

冒籍氏名性別年齢適条

出所

理由

出所

時間

時

● 

園洲臘＄分

時

分

時
￣ 

分

時

● 

● 

分

時● 

● 

分

時

分

時-0 

0 

● 

分

● 



● 

第２０号様式(第４７条関係） い

● 

所長 次長

腿圏闘『

首席

魎頗鯉

統括

、2個：

統括

看守

間任考

侭鬮傾

上席

勵蔚９

聞任；
Ri攪肴

校収容者申出書

被収容者

氏 名

寮号

｡ 

申出年月日 年月日

措置



第２１号様式（第４７条関係）

長|次 ０ ● 

● 

外、出、票

園月掛自削年月日

処遇担当統括入国瞥備官殿

刺ザヌ&＄処遇部門首席入国響備官⑳
● 

● 

■● 

下記の者の外出を指示する。

NilⅦ脚

被
収
容
者
身
分
事
項

Ｃ 

寮号室

氏名

畷Ｗｐｍ＄性別

(男・女）● 

● 

外出理由
～ 

外出先
● 

月 日外出月日

午前
● 

時分外出時間
● 

● 

午．後

午前
● 

時分再収容時間
● 

午後

⑳
⑳
⑳
 

霞．送官
已



第２２号様式（第４８条関係）
■ 

● 

MEE自即

NザRＩＭ

、圃洲Ｈ１

ﾛＷｍｉＩ３ 

出寮理由

出寮月二

、出 寮票

年月日

処遇部門首席入国響徽官殿

企画管理・執行部門首席入国替備官｡

下記の者の出寮を要蘭する。．

22個圏麟

Iiザj１Ｈｉ

被収容者身分事項
国籍

氏名

性別

年齢

適条

の

● 

(男・女）

鯛？ｊｌ隈

ii，勘11$

出寮先

備考

上記の者の出寮を指示する。

処遇担当

統括入国蕃備官殿

年月日

処遇部門首席入国響備官.⑳

出寮月日 月．日．

出寮時間
午前

午後
時分

再収容時間
午前

午後
時分

護送宮
⑳ 

⑳ 



第２３号機式(第５２条関係）

｡ 

今 書 保 管 鯵

■ 

びり

● 

● 

、

Ｐ 

受領年月日 被収容者氏宅
● 

」

令書

｡ 

収・退別 番号 発付年月日

● 

３１渡年月日

● 

受領者印 備考
●Ｓｃ● 

甲

Ｃ 

■ 

０ 

巳

ロ

● 

Ｐ 

Ｇ 


